
12　THE ARAB THE ARAB　13

特  集   

を追及することがムスリム女性にとって奨励さ
れるばかりか、義務であること」が主張されたこ
とで、「イスラーム教義のなかで『義務』である
というのは、それを怠れば神によって罰せられ、
罪を負うことを意味する。そして、神からの罪
と報酬は、男性であるか女性であるかにかかわ
らず平等であることを主張した」ことである。
　次に、「その教育が母としての女性という思想
的枠組」にあったことであり、「ハディースのな
かの一節『天国は女性の足元にある』という言葉」
を学校創設者たちは重視した。第 3 には、神の
定めた女性の本性を「最大限に発揮することが
ムスリム女性の義務であることが強調され」、「生
徒たちは自分のコドラット（本性）を『家庭』で
生かすのか、『教師』として生かすのか、『社会』
のなかで生かすのか、自ら選択することができ、
しかもそれを神の意に沿ったムスリム女性の生
き方として意味づけることが出来た」ことであ
る。そして第 4 にムスリム女性による女性運動
が、「西欧の女性解放運動とは異なる」ことが明
確にされた。服部氏の著書から、インドネシア
では、自己を持ち、自立したムスリム女性の土
台が築かれてきたことが分かる。

　しかし、インドネシアはじめ東南アジアに、
再び過激なイスラーム思想の影が落ちている。
2014 年 6 月 28 日付ロイター通信（電子版）によ
れば、「インドネシアのシンクタンクは、今年 1 月
に発表した報告書の中で、シリアの問題が同国
の過激派をかつてないほど活発化させていると
指摘。その背景として、シリアとその周辺地域
において『最後の戦い』が始まるという教えが
広がっているため」であると紹介し、バリ爆破
事件を起こしたイスラーム組織「ジェマ・イスラ
ミア（ＪＩ）の精神的指導者であるアブ・バカル・
バジル容疑者や、影響力のある宗教学者であるア
マン・アブドゥラーマン氏は、最近になって自ら
の支持者に対し、イスラーム国を支援するよう呼
びかけている。実際、イスラーム国を支持する大
規模な集会が数回行われている」と報じている。
　東南アジアのムスリム女性もこの過激派の波

を受けている。今年 8 月 27 日付、シンガポール
のストレート・タイムズ紙（電子版）は、「マレーシ
ア人女性、イスラーム国兵士に“セクシャル・ジ
ハード”で自らの身体を提供～ナジブ（首相）過
激派イスラームを批判」との目を引く見出しを掲
げた。マレーシア地元紙の記事を引用し、3 人の
マレーシア人女性が「慰安婦（comfort woman）」
としてイスラーム国に向かったとするマレーシ
アの諜報機関関係者の発言を紹介した。
　中東の情報メディア、アル・アラビヤも 8 月
28 日付記事（電子版）で、マレーシア女性のイス
ラーム国入りを取り上げ、「複数の異性との婚外
の関係を許す、いわゆるジハード・アル・ニカーハ

（Jihad al-nikah）は、スンニ派のサラフィストの
強硬派の一部で、聖戦の合法的な形とされてい
る」ことを解説し、オーストラリアや英国から
もムスリム女性たちがイスラーム国に入ってい
ると付け加えた。
　政府による監視も強化されることから、イス
ラーム国に向かう東南アジアのムスリム女性た
ちが今後増える可能性は低いであろうが、ネッ
トやソーシャル・メディアを通じたイスラーム
国の呼びかけは、確実に東南アジアにも届いて
いるといえよう。
　高校卒業後の進学率が、マレーシアやブルネ
イでは、男性よりも女性の方が高く、インドネ
シアは同等になっている今日、ムスリム女性の
言動は、社会的にますます大きな力になってき
ている。東南アジアのムスリム女性たちが過激
な思想になびくことなく、家庭の母として、教
師として、あるいは社会で活躍するか、いずれ
の道を進む選択をするか、彼女たちが受けてき
た教育の真価も問われる時だ。

　一般にイスラームは男性優位の宗教であるとい
われる。たしかに男性には、厳しい条件が課される
ものの、4 人まで妻をめとることができること、離
婚が簡単なこと、女性にヴェールなどの着用を強
制し、社会の表舞台にでないように多くの制約を
設けること、幼い頃から男女の同席を避けるよう
に指導されることなど、女性蔑視と受け取られる
ような現象がみられる。
　これらは聖典クルアーンの教えから男女の役割分
担の部分が拡大解釈されて定着し、それぞれの地域
の慣習、習俗などと結びついてさまざまな形態の抑
圧を生み出したものであり、現実にイスラーム世界
の女性たちを苦しめていることも事実である。今年
ノーベル平和賞を受けたパキスタンの少女マララさ
んが、女性にも教育を受ける権利を、と訴えて銃撃
されたことも、背景にはその地域の習俗に混淆した
クルアーンの拡大解釈が存在する。こう指摘するの
は、本来、イスラームでは、男女の別なく、教育や
学問が奨励されているからである。
　世界の宗教思想の中では、女性は男性に対して、

いまなお従属的な地位におかれている。高邁な理想
を掲げて愛の宗教といわれるキリスト教では、女性
は道を迷いやすい愚かなものであり、原罪の源で
あるとさえみなされている。仏教においても、女
性は血の穢れをもつ卑しい存在であり、男性に姿
を変えなければ成仏できないという変

へんじょうなんし

形男子とい
う思想がある。
　これに対してイスラームでは女性の地位と権利
が明確に規定されており、草創期から、神の前では
男女は全くの平等であるという思想が定着してい
た。精神的な側面だけでなく、遺産相続や結婚など
の世俗的な側面においても女性の人権に関心を示
している。たとえばイスラームでは男性の 2 分の 1
ではあるものの、妻に遺産相続権が認められている。
イスラームが創唱された 7 世紀初頭の世界では妻
に相続権を認める考えはどこにもなかったし、世
界的にみても妻の遺産相続権を明確に規定した法
律は近代までほとんどみられなかった。
　このような女性の権利は、現在の基準からみれ
ば不充分なものであるとしても、7 世紀初頭の世界
では、ユダヤ教にもキリスト教にも仏教にも見ら
れない、画期的な女性観であったことも事実である。
現実のイスラーム世界の女性たちを取り巻く複雑
な現象からは、初期の理想が充分に理解されるこ
とがないままに、女性蔑視の悪習が定着していっ
たと見ることができる。

　歴史的に見ても、預言者ムハンマドの最初の妻
ハディージャや最後の妻アーイシャに代表される
ような有能な女性たちが、イスラーム共同体の確
立に大きな役割を果たした。しかし、預言者の死後、
これらの女性像は早急に消されてしまった。イス
ラーム共同体が体制的に整備される過程の中で、法
的社会的な規定は、女性の生物学的な義務のみを
課すようになって固定されてきたのである。

塩尻 和子
東京国際大学特命教授

クルアーンにみる女性像
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現代よりも女性に優しかった!?

「イスラーム国」に向かう女性たち
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　クルアーンには「女性は何から創られたか」とい
うことは明らかではない。男性に安らぎを与える
ためにパートナーとして女性を創ったとしか書か
れていない。しかし、預言者の死後、200 年から
250 年を経て編集されたハディース集では、女性
はアーダム（アダム）の肋骨の最も曲がりくねった
汚い骨から創られたと書かれており、そのために
女性はどのように教育しても、どのように諭して
も全く役に立たない、矯正しようとすると折れて、
ついには離婚にいたってしまう、といった女性に
対する罵詈雑言が記されるようになってきた。
　ハディースでは時代の変化の中で、旧約聖書と
同様に、女性に人間界の罪の全責任を負わせると
いう記述がみられるようにもなり、女性は理性と
倫理的な責任が欠如した愚かで無知な存在として
描かれていくことになった。
　実はクルアーンの中にも男性が優位だという記
述がかなりあり、これに対して預言者自身も「自
分は女性を大変大切にしているのに、神様の言葉
は自分の意思とは違うのだな」と嘆いたという伝
承も伝わってきている。

神がいっぽうより他方を優先され、また男性たち
が自分たちの財産から経費を支出するので、男は
女の保護者である。誠実で従順な女は神の守護の
もとで（夫の）留守を護る。あなたたちは、不誠
実さが心配な妻には説得をし、（それでも効果がな
ければ）寝床に置き去りにし、（それでも効果がな
ければ）彼女を叩きなさい。もし、彼女が従うなら、
それ以上、度を超えてはならない。

（クルアーン、4 章 34 節）

　これは、フェミニストの活動家たちによって、イ
スラームの女性差別を批判する際にきまって取り
上げられる章句である。最初のほうには、男性優位
の立場で男女の役割分担が指示されている。次に
記述されているのは、夫の言うことを聞かない妻
に困り果てて、離婚の相談にきた信者に対して啓
示された神の言葉であるとされるが、できる限り
離婚を避けるための指示であろう。当時の社会状
況を考えるなら、必ずしも女性差別や虐待を奨励す
る章句ではない。しかも ｢ 度を超えてはならない ｣
という最後の言葉は、夫の暴力を制御するもので

あろう。ＤＶやストーカー行為が大きな社会問題
となっている現代の夫婦や男女の関係を考えてみ
るなら、7 世紀初頭のアラビア半島の事例と比べて、
残念なことに、必ずしも 21 世紀の世界のほうが女
性に優しいとはいえないように思える。

　一昔前まで、イスラームといえば、ただちに「4 人
まで妻が持てる宗教」という答えが返ってきたほ
ど、イスラームの「4 人妻」の問題は知れ渡ってい
る。しかし、いつの時代でも、イスラーム教徒の
うちで多妻婚をしている数はきわめて少ない。預
言者ムハンマドは生涯に 15 人もの女性と結婚した
と伝えられるが、これは最初の愛妻ハディージャ
の死後のことであり、宗教共同体を確立させてい
く過程で出た多くの未亡人を救済するためと、周
辺地域の諸部族との政治的連合の手段としての婚
姻でもあった。
　4 人妻についてクルアーンでは、妻たちを「公
正に扱うことができそうになければ、1 人だけに」
と記述されており、夫は複数の妻たちに愛情も金
銭も生活条件も、すべて平等に与えなければなら
ない。ムハンマドでさえも、複数の妻たちの妬み
や諍いに翻弄され疲れ果てる様が、クルアーンに
もハディースにも描かれている。いつの世も、複
数の妻をうまく捌くことができる男性は決して多
くはない。
　現実に、クルアーンの下に生きる女性たちの中
にも、社会で男性に伍して生き生きと活躍する女
性も少なくない。恥ずかしいことに、日本の男女
平等度は 2013 年の統計で 136 カ国中 105 位であ
り、マレーシアやインドネシアよりも低い。イス
ラーム世界の女性像を考えることは、翻ってわが
国の男女観を反省することに繋がるであろう。

　イスラームと女性の権利について考えるとき、約
9 年の中東生活で知り合った女性たちや、75 カ国
の旅先で出会ったムスリマ（女性のイスラーム教徒）
たちの声が聞こえてくる。私たちは一様ではない、
と。
　今年 9 月、私はイスラーム関係のイベントを 5 回
行ったのだが、東急ハンズ銀座店での１カ月間に
わたる「ハラールってなに？」展では、「他国のハ
ラールと一緒にしないでほしい。わが国は事情が
違う。服装や食事の制約も画一的に見られたくない」
といった意見が異口同音に聞かれ、お叱りを受け
た。中東の菓子を無料で食べ比べしてもらう青山
学院大学での「おかしな祭」では、ボランティア
参加する予定だった中東の某国関係者が、「○○国
も参加するのなら、私の立場としては協力できない」
と言って辞退してしまった。つまり、イスラーム
と言っても国により事情は様々だし、対立してい
る国々もある。ひとまとめに考えるのは短絡的す
ぎる。女性についても、然り。実態は、一様では
ないはずだ。
　そこで、1989 年から断続的にムスリマの意識調
査を行ってきたのだが、今年は「イスラーム国（Ｉ
Ｓ）」についての設問を加えて緊急に行ってみたと
ころ、大変興味深い結果が得られた。（調査期間は
2014 年 11 月 15 日～ 25 日。対象は 20 ～ 50 歳代
のムスリマ〔スンニ約 8 割、シーア約 2 割、その他
1 人〕約 200 人のうち、有効回答約 40 人。国籍は
チュニジア、アルジェリア、モロッコ、エジプト、
サウジアラビア、ＵＡＥ、ヨルダン、レバノン、イ
ラン、トルコ、ウズベキスタン、アフガニスタン、
パキスタン、インドネシア、マレーシア、中国〔浙
江省〕、日本。このうち仕事を持つ女性は 2 割程度。
用紙記入または聞き取りで調査した）

Ｑ 1、あなたの国では男女平等だと思うか？

　この質問に対して、答えはほぼ明確に二つに分
かれた。肯定的な回答として、「わが国の法で女性
の人権は守られている」「給料も権利も平等」と自
負する声が聞かれた。
　一方、正反対の立場として、「学校教育で女性は
運動禁止。ある種の科目は男性に限られている」「運
転を許されていない」「入社、入学は男性優先」「教
育、就業に差別がある」「女性は家事だけやればい
いという社会通念がある」といった意見がみられた。
その理由として、多くは社会的要因を挙げている。
　また、本来イスラームでは「男女は平等だが役割
が違う」ものとされているが、この点にも触れて「現
代の男女平等は男女の本質的な違いを無視してい
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